
建築基準法の改正に伴い、京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）地区計画の

建築物等の用途の制限を補正したので、次のとおり公告し、当該都市計画の図書を縦覧に

供します。 

 令和７年１１月１１日 

京都市長 松井 孝治   

 

１ 地区計画の名称 

新門前通西之町地区地区計画 

２ 補正内容 

建築基準法の改正に伴う建築物等の用途の制限についての補正 

３ 縦覧場所 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

京都市都市計画局都市企画部都市計画課 

（都市計画局都市企画部都市計画課） 

   令和７年１１月１１日


